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本日ご助言いただきたい点等

第２回アドバイザー会議において、企業へのヒアリングに関するご助言をいただき、ヒアリングを実施。各企業か

らのヒアリング結果を踏まえ、新たな広報コンテンツ案を作成した。本日は、新たな広報コンテンツ案に関するご

意見及び当該コンテンツや既存のコンテンツを含む今後の周知・広報活動の方法についてご助言をいただきたい。

■ 本日ご助言いただきたい点

（１） 新たな広報コンテンツの内容について

（２） 新たな広報コンテンツを活用した周知・広報活動について

２０２４年１０月に向けて、社会保険適用拡大の対象となる企業が早期に取り組みに着手し、円滑に進
むようにするためにはどのような周知・広報活動が望ましいか。

・広報の実施時期
・広報のターゲット（事業主、従業員）
・メディア媒体の活用方法
・広報を流通させるチャネルによる方法 等

■ ご報告

• 現場の事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案について
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツの制作について

好事例を踏まえた新たな広報コンテンツは、より実践的なツールとして①従業員向けチラシ（加入メリット・シミュ

レーション）、②人事労務管理者向け手引き（経営シミュレーション）、③説明動画（ショート動画、５分動画）を

作成。それらを取りまとめた特設ページを現行の社会保険適用拡大特設サイトに掲載する。

特設サイト

＋
好事例特設ページ

ガイドブック・チラシ

動画

＜コンテンツの役割＞

社会保険適用拡大に関する制度内容・

手続等の全般的な内容について幅広く

紹介する。

従業員向けチラシ

（加入メリット・シミュレーション）

説明動画

（ショート動画、５分動画）

人事労務管理者向け手引き

（経営シミュレーション）

＜コンテンツの役割＞

社会保険適用拡大の取組を進める企業

において導入に向けた検討や説明の難

度が高いと考える分野について、各企

業の好事例を踏まえた実践的な説明

ツールを提供する。

新たな広報コンテンツ
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被用者保険の適用拡大に向けた広報の取組案（令和６年２月時点） 全体像

新たな広報コンテンツは広報対象者を企業・従業員に分け、現場の事例に沿って、制度理解、社内計画、従業員説明

の各ステップに応じて必要となる取り組みが円滑にすすむような広報コンテンツを制作し、広報活動を実施する。

（太字部分は、令和５年度作成予定のコンテンツ）
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 1】（人事労務管理者向け手引き①）

ヒアリングの結果、適用拡大を円滑に実施するためには、社内説明が重要で、経営層、現場責任者及び従業員等に対

してそれぞれの立場に応じた適切な説明を計画的に行っていくことが有効であることが分かった。また、複数の企業

で共通して行っている取組も確認できた。そのため、主に今後、適用拡大の対象となる人事労務管理者向けに、社内

説明を効果的に進めていく手引きとして「適用拡大に関する好事例を踏まえた人事・労務管理者向け手引き（仮）」

を提供する予定。
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 1】（人事労務管理者向け手引き②）

適用拡大の対象になった場合には、企業内における説明を計画的に進めることが重要とされるが、どのようなことを

考慮する必要があるのか、どのように進めたらよいのか等ヒアリングから得られた情報を元に社内計画の立て方や社

内承認を得る上での説明のポイントを解説。
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 1】（人事労務管理者向け手引き③）

経営陣や幹部層への説明において、経営陣や幹部層が気になる、社会保険適用による企業・組織の具体的なメリット

の説明や、利用可能な国の支援制度（キャリアアップ助成金・専門家活用支援事業）についてもポイントを解説。

7



好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 1】（人事労務管理者向け手引き④）

パート・アルバイトで働く方のシフト管理などの労務管理は、現場管理者が行っているケースも多くあり、現場管理

者が従業員に説明する上での伝達方法や、従業員の属性による説明のポイントを解説。
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好事例を踏まえた新たな新広報コンテンツ案【 1】（人事労務管理者向け手引き⑤）

従業員への説明については、ヒアリングの結果、その企業の形態により、様々な方法で行われていた。そのため、複

数の方法を解説し、実施する際にイメージがしやすいように各社の事例も掲載。
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 2】（人事労務管理者向け解説動画）

「適用拡大に関する好事例を踏まえた人事・労務管理者向け手引き」について有効に活用していただけるよう、活用

方法がわかる解説動画（５分程度）を作成し、当該手引きと併せて提供する予定。
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【3】（従業員向けチラシ）

社会保険加入のメリット（チラシ） 社会保険加入による手取りシミュレーション（チラシ）

従業員への説明には、各家庭に持ち帰った後でも従業員やそのご家族がご理解いただけるよう、分かりやすい言葉で、

情報量が多くなりすぎないコンテンツが必要であるということが分かった。また、パート・アルバイトの方には、年

金のメリットだけでなく、医療のメリットも説明すること、手取り収入の変化や加入後の給付のシミュレーションを

示すこと、家族への相談を促すことが、社会保険の加入に向けて効果的であることが分かった。そのため、それらを

説明するためのチラシを提供予定。詳細な情報が必要な場合には社会保険適用拡大ガイドブックの参照を促す予定。
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 4】（従業員向けショート動画①）

従業員向けに、ニーズが高いと思われる内容について、インフォグラフィクスを活用し、スマートフォンで確認しや

すく、１分間でまとめた縦型のショート動画を５種類（「①社会保険加入対象者」、「②医療メリット」、「③年金

メリット」、「④公的年金シミュレーターの試算」、「⑤手取りシミュレーション」）を作成予定。従業員向けチラ

シにQR コードを設け従業員自身の理解や、従業員の家族で社会保険の加入を相談する際などに活用できるよう提供予

定。
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１ 社会保険加入対象者 ２ 社会保険加入による医療メリット動画



好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 4】（従業員向けショート動画②）

３ 社会保険加入による年金メリット ４ 公的年金シミュレーターによる試算
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 4】（従業員向けショート動画③）

５ 手取りシミュレーション
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好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ案【 5】（適用拡大特設サイトの拡充）

社会保険適用拡大特設サイト（トップページ） 特設サイト（下層ページ）

現行の社会保険適用拡大特設サイトを拡充し、下層ページを作成。当該ページにおいて今回作成する広報コンテンツ

を掲載予定。
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（参考）現行の社会保険適用拡大コンテンツについて

社会保険の適用拡大を円滑に施行するため、社会保険適用拡大特設サイト、制度説明に重点をおいたガイドブック、

チラシ、動画などの広報コンテンツを制作し、厚生労働省ホームページにおいて2021年２月より公開しているが、新

たな広報コンテンツを提供開始後も引き続き提供する予定。

特設サイト
動画

＜ガイドブック＞

ガイドブック・チラシ

＜チラシ＞

＜厚生年金加入のメリット＞

＜将来の年金額の例示＞
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2021年4月1日

関連するデータについて
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社会保険適用拡大特設サイトへのアクセス数

社会保険適用拡大特設サイトへの合計アクセス件数は、２０2１年２月１９日のサービス開始以降、７００万回に到達。

当該ホームページの月間平均アクセス数は約２１万回であり、制度施行月の前月（２０２２年９月）においては、約

１００万回のアクセスが行われている。
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第２回被用者保険の適用拡大に
関する効果的な広報のためのアドバイザー会議

（2023年11月15日開催）資料２抜粋



適用拡大の検討開始から取組実施までに要した期間

企業における事例ヒアリングを実施するために、厚生労働省が実施した「パート・アルバイトで働く方への社会保険(厚生年

金・健康保険)の適用に向けた取組に関するアンケート」によると、検討開始から取組実施までに要した期間は、2022年10

月に適用拡大の対象となった従業員数が101人以上の企業の約７５％以上の企業が１月以上であった。また労使合意により

任意で適用拡大をしている従業員数が100人以下の企業の約３５％の企業が１月以上であった。
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6.2%

10.0%

37.7%
14.6%

17.7%

5.4%

8.5%

0.0% 0.0%

従業員が101人以上（※１）の企業
2週間以内

2週間~1か月

1か月~3か月

3か月~半年

半年~1年

1年以上

分からない

特段何も取組を行ってい

ない

無回答

n ＝130

9.8%

20.7%

18.5%

6.5%
6.5%

4.3%

10.9%

7.6%

15.2%

従業員が100人以下、かつ、労使の合意に基づき短時間労働者への

被用者保険の適用を選択した企業（※2 ）

2週間以内

2週間~1か月

1か月~3か月

3か月~半年

半年~1年

1年以上

分からない

特段何も取組を行ってい

ない

無回答

n ＝92

※１ 2022年10月の適用拡大前の厚生年金保険の被保険者数で判断

※２ 労使の合意があれば、企業規模によらず短時間労働者に社会保険を適用することが可能な制度



見直しを行った, 

38.1%

行っていない, 

44.0%

未定・わからない, 

10.3%

無回答, 7.6%

適用拡大に伴う雇用管理上の見直しの有無及び内容

令和４年10月の適用拡大の対象となった従業員数101人以上500人以下企業に対し、被用者保険を「適用する」方針で、短時間労働者

と調整した理由を尋ねると、「法律改正で決まったことだから」が６割を超え、「適用しない」方針で調整した理由を尋ねると、「短

時間労働者自身が希望しないから」が９割を超えた。

（出所） JILPT「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」（2022）をもとに作成

（注）調査に回答した、従業員数101人以上500人以下企業（812社）のうち、
適用要件を満たす短時間労働者を雇用している企業（630社）の内訳。

できるだけ、

適用する, 55.1%

どちらかといえば、

適用する, 7.6%

中立

（短時間労働者の

意向にまかせる）, 

34.3%

どちらかといえば、

適用しない, 0.3%

できるだけ、

適用しない, 0.5%

未定・わからない, 

0.6%

無回答, 1.6%

短時間労働者との調整方針 被用者保険を「適用する」方針で

調整した企業（611社）の主な理由（複数回答）

法律改正で決まったことだから 66.0％

短時間労働者自身が希望したから 45.8％

短時間労働者の必要人数を確保したいから 25.5％

短時間労働者の待遇を改善し、定着を図りた
いから

23.1％

短時間労働者により長い労働時間、働いても
らいたいから

20.1％

（注）短時間労働者との調整方針において、適用を推進したと回答
した企業（395社）と、中立（短時間労働者の意向にまかせる）
と回答した企業（216社）の、調整理由の内訳（複数回答）。

被用者保険を「適用しない」方針で

調整した企業（221社）の主な理由（複数回答）

短時間労働者自身が希望しないから 91.0％

人件費の増加につながるから 10.0％

親会社の方針やグループ会社の動向に準じる

から

0.5％

（注）短時間労働者との調整方針において、適用を回避したと回答し
た企業（5社）と、中立（短時間労働者の意向にまかせる）と回
答した企業（216社）の、調整理由の内訳（複数回答）。

「適用推進」の見直しを行ったと回答した
企業（191社）の状況（複数回答）

対象者の所定労働時間を延長（これに
伴う人数抑制含む）

73.3%

対象者を正社員へ転換 8.3%

新規求人にあたり、所定労働時間を延

長（これに伴う人数抑制含む）
7.1%

新規求人にあたり、できるだけ正社員
を採用

3.3%
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「適用回避」の見直しを行ったと回答した
企業（147社）の状況（複数回答）

対象者の所定労働時間を短縮（これに伴う人数
増大含む）

60.4%

対象者の月額賃金の設定を引下げ 0.8%

新規求人にあたり、所定労働時間を短縮（これに

伴う人数増大含む）
4.6%

新規求人にあたり、月額賃金の設定を引下げ 0.4%

新規求人にあたり、雇用見込み期間を2ヶ月未満
に抑制

0.4%

できるだけ、（適用除外の）学生を活用 0.8%

できるだけ、70歳以上の高齢者を活用 0.4%

短時間労働者の仕事を、省力化（機械化・自動
化等）

0.8%

（注）雇用管理上の見直しを行ったと回答した企業（240
社）のうち、「適用推進」の見直しを行ったと回答した
企業（191社）と、「適用回避」の見直しを行ったと回答
した企業（147社）の、それぞれの具体的な見直し内容に
おける複数回答の内訳。

令和４年1 0月の適用拡大に伴う企業の調整方針及び雇用管理の見直し状況



令和６年1 0月に向けた適用拡大に伴う企業の調整方針

被用者保険を「適用しない」方針で調整する企業（165社）の主な理由（複数回答）

短時間労働者自身が希望しないから 82.4％

人件費の増加につながるから 30.9％

親会社の方針やグループ会社の動向に準じるから 2.4％

（注）短時間労働者との調整方針において、適用を回避すると回答した企業（44社）と、中立（短時間
労働者の意向にまかせる）と回答した企業（121社）の、調整理由の内訳（複数回答）。

調整方針に対する主な理由
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（注）調査に回答した、従業員数51人以上100人以下企業（715社）のうち、
適用要件を満たす短時間労働者を雇用している企業（540社）の内訳。

（出所） JILPT「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」（2022）をもとに作成

できるだけ、

適用する, 28.1%

どちらかといえば、

適用する, 12.0%

中立

（ 短時間労働者の意向にまかせる ）, 

22.4%

どちらかといえば、

適用しない, 4.3%

できるだけ、適用しない, 

3.9%

未定・わからない, 18.5%

無回答, 10.7%

適用拡大に伴う短時間労働者との調整方針
被用者保険を「適用する」方針で調整する企業（338社）の主な理由（複数回答）

法律改正で決まったことだから 55.0％

短時間労働者の待遇を改善し、定着を図りたいから 32.5％

短時間労働者自身が、希望したから 31.4％

短時間労働者により長い労働時間、働いてもらいたいから 19.5％

短時間労働者の必要人数を確保したいから 17.5％

適用を回避すると、業務等に支障が出るから 8.0％

週20時間未満では、雇用保険も適用されないから 5.0％

親会社の方針やグループ会社の動向に準じるから 2.7%

企業イメージが向上するから 2.7%

（注）短時間労働者との調整方針において、適用を推進すると回答した企業（217社）と、中立（短時
間労働者の意向にまかせる）と回答した企業（121社）の、調整理由の内訳（複数回答）。

• 令和６年10月の適用拡大の対象である従業員数51人以上100人以下企業に対し、適用拡大に伴い短時間労働者とどのように調整を
行うか尋ねたところ、被用者保険を「できるだけ、適用する」と「どちらかといえば、適用する」を合わせた「適用する」方針で
調整を行う企業が40.2％となった。

• 適用を推進する主な理由として、「法律改正で決まったことだから」が５割を超え、適用を回避する主な理由として、「短時間労
働者自身が希望しないから」が８割を超えている。



短時間労働者として働く理由や被用者保険の魅力度について

（注）調査に回答した、勤め先の通常労働者（いわゆる正社員）より所定労働時間の短い労働者（10,000人）のうち、１週間あたりの所定労働時間の長さが週20時間未満の労働者（4,999人）、週
20時間以上30時間未満の労働者（2,481人）、週30時間以上の労働者（2,520人）の内訳。
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8.8%

17.3%

27.1%

27.0%

33.4%

33.4%

13.3%

11.0%

8.7%

11.2%

7.9%

3.7%

39.7%

30.4%

27.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

週２０時間未満

週２０時間以上、３０時間未満

週３０時間以上

被用者保険に加入できる条件の求人に対する魅力度

非常に魅力的だと思う どちらかといえば、

魅力的だと思う

どちらかといえば、

魅力的ではないと思う

まったく

魅力的ではないと思う

わからない・

何とも言えない

（出所） JILPT「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」（2022）をもとに作成
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短時間労働者という形態で働いている主な理由（複数回答）

２０時間未満 週２０時間以上、３０時間未満 週３０時間以上

• 短時間労働者という形態で働いている理由について、短時間労働者に尋ねたところ、１週間当たりの所定労働時間が短いほど、
「自分の都合の良い日や時間に働きたいから」と回答した割合が高く、所定労働時間が長いほど、「正社員としての働き口が見つ
からなかったから」と回答した割合が高くなった。

• また、所定労働時間が長い者ほど、被用者保険に加入できる条件の求人に対して魅力を感じる割合が高かった。



適用拡大の短時間労働者への影響について

• 被用者保険の適用拡大に対する短時間労働者の認知度については、すでに適用となっている企業の短時間労働者において、75％以上が
認知していた。

• 令和４年10月の適用拡大に伴う被用者保険の加入状況をみると、適用拡大前に国民年金第１号被保険者であった者においては、約
77％が加入したが、第３号被保険者であった者については、48％が回避したと答えた。

• 加入した理由としては、「勤め先から言われたから」が多く、「将来の年金額を増やしたいから」、「保険料の負担が軽くなるから」
などが続いた。一方で、加入しなかった理由としては、「手取り収入が減少するから」が多く、「配偶者控除を受けられなくなるか
ら」、「健康保険の扶養から外れるから」などが続いた。

（注）調査に回答した、従業員数101人以上500人以下の企業に勤務している短時間労働者で、令和４年10月
に適用拡大により適用された者及び働き方を変えなければ適用拡大により適用されていたであろう者
（383名）のうち、令和4年10月前に第１号被保険者だった者（156人）、第３号被保険者だった者（154
人）及びその他（73名）の内訳。なお、その他には、国民年金の被保険者とならない60歳以上の者などが
含まれると考えられる。

令和４年10月の適用拡大に伴い被用者保険に加入
又は加入回避した短時間労働者の内訳
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時間延長して加入 働き方は変わらず加入 時間短縮して加入回避

19.6%

20.5%

20.8%

15.1%

44.1%

57.1%

31.2%

43.8%

36.3%

22.4%

48.1%

41.1%

計

第１号被保険者

第３号被保険者

その他

令和４年10月の適用拡大に伴い被用者保険に加入した 又は加入しなかった主な理由

「加入した」と回答した者（244人）の主な理由（複数回答）

勤め先から（加入するよう）言われたから 44.3％

将来の年金額を増やしたいから 27.9％

保険料の負担が軽くなるから 25.4％

収入を増やしたい（維持したい）から 20.5％

「加入しなかった」と回答した者（139人）の主な理由（複数回答）

手取り収入が減少するから 56.1％

配偶者控除を受けられなくなるから 43.9％

健康保険の扶養から外れるから 37.4％

加入するメリットがわからないから 22.3％

75.7%

78.8%

57.9%

24.3%

21.2%

42.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

101～500人

501人以上

計

被用者保険の適用拡大に対する認知度

知っている 知らない・分からない

（注）調査に回答した、勤め先の通常労働者（いわゆる正社員）より所定労働時間の短い労働
者（10,000人）のうち、全回答者の内訳と、従業員数501人以上の企業に勤務している短時
間労働者（972人）及び、従業員数101人以上500人以下の企業に勤務している短時間労働者
（1,476人）の内訳。

（注）被用者保険に加入するよう労働時間を延長した者、労働時間はそのままで被用者保険に適
用された者（244人）の内訳。

（注）被用者保険の加入を回避するよう労働時間を短縮した者（139人）の内訳。

（出所） JILPT「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」（2022）をもとに作成



事業主における社会保険の情報を取得する方法について

厚生労働省が実施した事業主へのアンケート（被用者保険適用拡大に関する好事例特設サイト開発に係るユーザビリティ調査）による

と、「あなたは、社会保険の情報（加入対象者、給付内容や保険料、就業の調整）について、どのように調べていますか。」の問に対

し、社会保険労務士・税理士などの専門家が47%となっている。
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民間の求人情報（フリーペーパー含む）

街中のポスター

駅や電車内の広告物

民間の求人情報WEBサイト

インターネットのニュースサイト

動画サイト（YouTubeなど）

インターネットのブログ

SNS（X、LINE、Facebookなど）・口コミサイト

家族との会話

事業主

会社の同僚との会話

日本年金機構の窓口（職員）

市区町村窓口（職員）

厚生労働省HP

日本年金機構HP

社会保険労務士・税理士などの専門家

その他

調べない

わからない、おぼえていない 24

N＝100

（複数回答）



従業員における社会保険の情報を取得する方法について

厚生労働省が実施した従業員へのアンケート（被用者保険適用拡大に関する好事例特設サイト開発に係るユーザビリティ調査）によると、「あなたは、社会保険の

情報（加入対象者、給付内容や保険料、就業の調整）について、どのように調べていますか。」の問に対し、マスメディアを通じた情報接触の割合が多いものの、

20～30歳代では「家族との会話」、４０歳代では「インターネットのニュースサイト」、50歳代では「テレビ番組」等、各年代によって情報接触媒体が異なる。
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全体 40.0 21.3 4.0 4.3 3.7 2.0 2.7 4.7 36.0 5.0 6.7 12.3 7.3 9.3 2.3 3.0 5.3 5.7 1.3 0.3 19.0 9.3

20代・30代 38.7 9.7 3.2 6.5 6.5 3.2 3.2 9.7 38.7 12.9 9.7 29.0 6.5 9.7 - - 3.2 6.5 - - 3.2 12.9

40代 34.7 12.5 6.9 6.9 5.6 2.8 2.8 6.9 47.2 5.6 11.1 16.7 11.1 12.5 2.8 2.8 5.6 2.8 4.2 1.4 20.8 8.3
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【内訳】

20代・30代：30

40代：72
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（複数回答）



（参考③）【令和５年度】適用拡大の広報に関する検討スケジュール案

６月 ７月 ８月 ９月 1 0月 1 1月 1 2月 １月 2月 3月
成果物
（※２）

検討会等
（※１）

調査
分析

・広報コンテン

ツ基礎資料
・広報原稿
・経営SL資料

サイト等

作成

・特設サイト
・企業内説明の
手引き動画

・従業員向け動
画

・従業員説明マ
ニュアル

好事例集

等作成

・好事例集
・モデルケース
・世帯単位での
メリット

調達手続
アンケート

設計

好事例集案の
作成

調達手続

サイト作成、好事例集作成への
助言

経営シミュレーション資料作成

アンケート・ヒアリング
調査・分析

広報コンテンツ
基礎資料作成

調達手続 各コンテンツの作成

好事例集の作成

年金広報検討会

• 適用拡大の広報アド
バイザー会議の開催
報告 等

アドバイザー会議１
• 広報コンテンツ全
体のイメージ、ア
ンケート設計 等

アドバイザー会議２
• 各業務の進捗
• 開催時点の成果物に対
する助言 等

アドバイザー会議３
• 各業務の進捗
• 開催時点の成果物に対
する助言 等

年金広報検討会
広報コンテンツの報告 等

（※１）検討会等の開催や議題については、業務の進捗により、変更となる可能性がある。

（※２）各広報コンテンツについては、定量調査や定性調査（12月頃を予定）を活用し、行動科学的知見をふまえた効果的なものを制作する。
26

第２回被用者保険の適用拡大に
関する効果的な広報のためのアドバイザー会議

（2023年11月15日開催）資料２抜粋
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